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●本書は金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書です。 

●当ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧で

きます。また、本書には投資信託約款の主な内容が含まれておりますが、投資信託約款の全文は投資信託

説明書(請求目論見書)に掲載されております。 

 

  

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 359 号 

ホームページアドレス 

https://funds.dws.com/ja-jp/ 

電話番号 03-5156-5108 

(受付時間：営業日の午前 9 時から午後 5 時まで) 
 

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 
 

ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読み下さい。 

 

委託会社［ファンドの運用の指図を行う者］ 

受託会社［ファンドの財産の保管及び管理を行う者］ 



 

 

   

本書により行うドイチェ・ＥＴＦアロケーション・ファンド（安定

型）／（成長型）の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取

引法第５条の規定により有価証券届出書を 2024 年 1 月 10 日に関東財務

局長に提出しており、2024 年 1 月 11 日にその効力が発生しておりま

す。 

 

１．当ファンドは、商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資

信託及び投資法人に関する法律に基づき、事前に受益者の意向を確

認する手続きを行います。 

２．投資信託の財産は、受託会社において信託法に基づき分別管理され

ています。 

３．投資信託説明書（請求目論見書）は、投資者から販売会社にご請求

いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、請求を

行った場合には、その旨をご自身で記録しておくようにして下さ

い。 

 

＜商品分類及び属性区分＞ 

商品分類 属性区分 

単位型・ 

追加型 

投資対象 

地域 

投資対象資産 

（収益の源泉） 

投資対象 

資産 

決算 

頻度 

投資対象 

地域 

投資 

形態 

為替 

ヘッジ 

追加型 内外 資産複合 

<安定型> 

その他資産 

(投資信託証券 

(資産複合 

(株式、債券))） 

年１回 

グローバル

（日本を含

む） 

ファンド・ 

オブ・ 

ファンズ 

<安定型> 

あり 

（フルヘ

ッジ） 

<成長型> 

その他資産 

(投資信託証券 

(資産複合(株式、 

債券、不動産投信、 

コモディティ、 

ヘッジファンド))) 

<成長型> 

あり 

（適時ヘ

ッジ） 

※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載

しております。 

※商品分類及び属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ

（https://www.toushin.or.jp/）をご参照下さい。 

 

＜委託会社の情報＞ 

委 託 会 社 名 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 

設 立 年 月 日 1985 年 7 月 8 日 

資 本 金 3,078 百万円（2023 年 11 月末現在） 

運 用 す る 投 資 信 託 財 産 の 

合 計 純 資 産 総 額 
454,766 百万円（2023 年 11 月末現在） 
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フファァンンドドのの目目的的 

当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 

 

フファァンンドドのの特特色色  
 

1 
上場投資信託証券（ＥＴＦ※）を主要投資対象とし、様々な資産に分散

投資を行います。 
 

※ ＥＴＦとは、Exchange Traded Fundsの略称で、金融商品取引所に上場されている投資信

託です。ＥＴＦによっては、日本国内の一般の投資者が証券会社を通じて直接購入すること

ができるものがあります。なお、直接購入される場合、売買委託手数料等（証券会社毎に

異なります。）がかかります。 

 

2 安定型、成長型があります。 

 
＜安定型＞ 

● 原則として、ＥＴＦへの投資を通じて、先進国の株式、国債及び投資適格社債等を

実質的な投資対象とし、分散投資を行います。 

● 投資対象資産の組入比率を機動的に変更することで、信託財産の中長期的な成長

と短期的な基準価額の下落を概ね一定水準（下値目安※1）に抑える※2ことを目指

します。 

※1 原則として、下値目安は3ヵ月に一度の基準日における基準価額の－３％程度の水準と

します。当該水準は、運用者の判断により今後予告なしに変更される場合があります。基

準日は原則として毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日とします。 

※2 下値目安はあくまでも運用上の目安であり、基準価額が当該水準を下回った場合でも、

運用者の裁量により、信託財産の中長期的な成長を優先した資産配分が行われること

があります。市場環境及び資金動向等によっては、基準価額が下値目安を大きく下回る

場合があります。基準価額が下値目安を下回らないことを保証もしくは示唆するものでは

ありません。 

● 原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。 

 

＜成長型＞ 

● 原則として、ＥＴＦへの投資を通じて、世界の株式及び債券に加え、ＲＥＩＴ、コモディ

ティ及びヘッジファンド等を実質的な投資対象とし、分散投資を行います。 
● 投資対象資産の組入比率を機動的に変更することで、信託財産の中長期的な成

長を目指します。 
● 原則として対円での為替ヘッジを機動的に行います。 
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各ファンドの為替ヘッジについて 

各ファンドの対円での為替ヘッジは、原則としてＥＴＦの通貨で行うため、為替ヘッジの対象

となるＥＴＦが当該通貨以外の通貨エクスポージャーを保有している場合には、当該通貨とそ

の他通貨の間の為替変動の影響を受ける場合があります。 

 

（注1）販売会社によっては、「安定型」、「成長型」どちらか一方のみの取扱いとなる場合があ

ります。詳しくは販売会社にお問合せ下さい。 

（注2）各ファンド間でのスイッチングの取扱いは販売会社により異なります。詳しくは販売会社

にお問合せ下さい。 
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3 各ファンドはファンド・オブ・ファンズの方式で運用を行います。 

 

○投資対象ＥＴＦ一覧（2023年10月末時点） 

資産クラス 銘柄 対象指数 
信託報酬相
当額（年率） 

安定型 成長型 

先進国

株式 

米国 
Xトラッカーズ 
S&P500 スワップ 
UCITS ETF※1 

S&P 500 Index 0.15％ ○ ○ 

ユーロ圏 
Xトラッカーズ MSCI 
EMU UCITS ETF※2 

MSCI EMU Index 0.12％ ○ ○ 

欧州 
アムンディ ETF MSCI 
欧州（除EMU） UCITS 
ETF※3 

MSCI Europe ex EMU 
Index 

0.30％ ○ ○ 

日本 
Xトラッカーズ MSCI 
ジャパン UCITS 
ETF※2 

MSCI Total Return 
Net Japan Index 

0.20％ ○ ○ 

グローバル 

iシェアーズ・エッジ
MSCIワールド・バリュ
ー・ファクター UCITS 
ETF※4 

MSCI World Enhanced 
Value Index 

0.30％ ○ ○ 

iシェアーズ・エッジ
MSCIワールド・ミニマ
ム・ボラティリティ 
UCITS ETF※4 

MSCI World Minimum 
Volatility Index 

0.30％ ○ ○ 

iシェアーズ・エッジ
MSCIワールド・クオリ
ティ・ファクター UCITS 
ETF※4 

MSCI World Sector 
Neutral Quality Index 

0.30％ ○ ○ 
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資産クラス 銘柄 対象指数 
信託報酬相
当額（年率） 

安定型 成長型 

先進国

株式 
グローバル 

iシェアーズ・MSCIワー
ルド・クオリティ・配当・
ESG UCITS ETF※4 

MSCI World High 
Dividend Yield ESG 
Reduced Carbon 

Target Select Index 

0.38％ ○ ○ 

先進国

国債 

米国 
XトラッカーズⅡ 米国 
トレジャリーズ UCITS 
ETF※2 

iBoxx® $ Treasuries 
Index 

0.07％ ○ ○ 

ユーロ圏 

XトラッカーズⅡ ユー
ロ圏 国債 UCITS 
ETF※2 

iBoxx® Euro 
Sovereigns Eurozone 

Index 
0.15％ ○ ○ 

XトラッカーズⅡ ユー
ロ圏 国債 3-5年 
UCITS ETF※2  

Markit iBoxx EUR 
Eurozone (DE ES FR 

IT NL) 3-5 Index 
0.15％ ○ ○ 

日本 
XトラッカーズⅡ 日本 
国債 UCITS ETF※2 

FTSE Japanese 
Government Bond 

Index 
0.15％ ○ ○ 

投資適

格社債 

米国 

UBS ETF-ブルームバ
ーグ米国リキッド社債  
1-5年 UCITS ETF※5 

Bloomberg US Liquid 
Corporates 1-5 Year 
Total Return Index 

0.18％ ○ ○ 

Xトラッカーズ 米ドル 
社債 UCITS ETF※2 

Bloomberg USD Liquid 
Investment Grade 
Corporate Index 

0.12％ ○ ○ 

グローバル 

XトラッカーズⅡ ユー
ロ 社債 UCITS 
ETF※2 

Bloomberg Euro 
Corporate Bond Index 

0.12％ ○ ○ 

iシェアーズ・ユーロ社
債1-5年 UCITS 
ETF※4 

Bloomberg Euro 
Corporate 1-5 Year 

Bond Index 
0.20％ ○ ○ 

新興国

株式 
グローバル 

Xトラッカーズ MSCI新
興国市場UCITS 
ETF※2 

MSCI Total Return 
Net Emerging Markets 

Index 
0.18％ - ○ 

新興国

国債 
グローバル 

XトラッカーズⅡ 米ド
ル 新興国市場債券 
UCITS ETF※2 

FTSE Emerging 
Markets USD 

Government and 
Government-Related 
Bond Select Index 

0.25％ - ○ 

 ※1投資運用会社は、ＤＷＳインベストメンツ ＵＫ リミテッド 
※2投資運用会社は、ＤＷＳインベストメントGmbH 
※3投資運用会社は、アムンディ・アセット・マネジメント 
※4投資運用会社は、ブラックロック・アドバイザーズ（ＵＫ）リミテッド 
※5投資運用会社は、UBSアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド 

 
（注）上記は2023年10月末時点での組入ＥＴＦに関する情報であり、今後変更となる場合があります。 
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4 
各ファンドの運用指図に関する権限を、ＤＷＳインベストメントGmbHに

委託します。 

 

●ＤＷＳインベストメントGmbHはＤＷＳグループのドイツにおける拠点です。グローバルなネ

ットワークを駆使し、投資家の多様なニーズに応える商品開発と優れた運用成果の実現を目

指します。  

 

 

＜運用プロセス＞ 

 

（注）上記は本書作成時点のものであり、今後変更となることがあります。 

 

市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 
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＜＜主主なな投投資資制制限限＞＞  

①株式への直接投資は行いません。 

②投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 

③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 

 

 

＜＜分分配配方方針針＞＞  

毎決算時（原則として毎年 10 月 7 日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。）に、

原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 

①分配対象額の範囲は、経費等控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を

含みます。）等の全額とします。 

②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。ただ

し、必ず分配を行うものではありません。 

③留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一

の運用を行います。 

 

（注）将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。 
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基基準準価価額額のの変変動動要要因因 

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。

したがって、投資元金が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。

当ファンドに生じた利益及び損失は、すべて投資者に帰属します。基準価額の変動要

因は、以下に限定されません。なお、当ファンドは預貯金と異なります。 
 

①株価変動リスク 

株価は、政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動し、短期的また

は長期的に大きく下落することがあります。これによりファンドの基準価額が影響を受

け損失を被ることがあります。 

②金利変動リスク 

債券価格は、通常、金利が上昇した場合には下落傾向となり、金利が低下した場合には

上昇傾向となります。したがって、金利が上昇した場合には、保有している債券の価格

は下落し、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。なお、新興国

の債券等の価格は、こうした金利変動や投資環境の変化等の影響を大きく受け、短期間

に大幅に変動する可能性があります。 

③信用リスク 

株価及び債券価格は、発行者の信用状況等の悪化により下落することがあり、これによ

りファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。なお、新興国の株式及

び債券は、先進国の株式及び債券に比べ、相対的に信用リスクが高くなると考えられま

す。 

④為替変動リスク 

外貨建資産の価格は、為替レートの変動の影響を受けます。外貨建資産の価格は、通常、

為替レートが円安になれば上昇しますが、円高になれば下落します。したがって、為替

レートが円高になれば外貨建資産の価格が下落し、ファンドの基準価額が影響を受け損

失を被ることがあります。安定型については、原則として対円での為替ヘッジを行い、

為替変動リスクの低減を図りますが、基準価額への影響がすべて排除されるわけではあ

りません。また、ヘッジ対象通貨と円との金利差等が反映されたヘッジコストがかかり、

基準価額の下落要因となることがあります。成長型については、対円での為替ヘッジを

機動的に行い、為替変動リスクの低減を図ることを目指しますが、基準価額への影響が

すべて排除されるわけではありません。また、ヘッジ対象通貨と円との金利差等が反映

されたヘッジコストがかかり、基準価額の下落要因となることがあります。なお、各フ

ァンドの対円での為替ヘッジは、原則としてＥＴＦの通貨で行うため、当該通貨と他通

貨との間の為替変動も基準価額の変動要因となることがあります。 

⑤カントリーリスク 

投資対象国の政治、経済情勢の変化等により、市場が混乱した場合や、組入資産の取引

に関わる法制度の変更が行われた場合等には、有価証券等の価格が変動したり、投資方

針に沿った運用が困難な場合があります。これらにより、ファンドの基準価額が影響を

受け損失を被ることがあります。なお、新興国への投資については、一般的に先進国へ

の投資に比べカントリーリスクが高くなります。 
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⑥流動性リスク 

急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部

環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に

有価証券等を売買できないことがあります。このような場合には、当該有価証券等の価

格の下落により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。 

⑦ＲＥＩＴの価格変動リスク（成長型のみ） 

ＲＥＩＴは株式と同様に金融商品取引所等で売買されているため、市場における需給や

不動産市況に関する見通し等の様々な要因で価格が変動します。また、一般にＲＥＩＴ

が投資対象とする不動産の価値及び当該不動産から得る収入は、当該国または国際的な

景気、経済、社会情勢等の変化等により変動し、ＲＥＩＴの価格及び分配金はその影響

を受けます。ＲＥＩＴが投資対象とする不動産等にかかる規制の強化や新たな規制の適

用等により、規制下となる不動産等の価値が低下する可能性があり、その結果、ＲＥＩ

Ｔの価格が下落することがあります。これらにより、ファンドの基準価額が影響を受け

損失を被ることがあります。 

⑧コモディティへの投資に伴うリスク（成長型のみ） 

コモディティ投資においては、様々な商品先物市場の変動の影響を受けます。個々の商

品先物の価格は商品の需給関係の変化、天候、農業生産、貿易動向、為替レート、金利

の変動、政治的・経済的事由及び政策、疾病、伝染病、技術発展等の様々な要因に基づ

き変動し、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。 

⑨ヘッジファンドへの投資に伴うリスク（成長型のみ） 

ヘッジファンドは、デリバティブ取引を含む様々な投資手法を用いて、当該ヘッジファンドの

純資産を上回る規模の取引を行ったり、建玉（買いまたは売りの両方を含みます。）を保有する

ことがあります。そのため、ヘッジファンドへの投資においては、市場価格の変動以上に損失

が拡大する可能性があり、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。 

 

資産配分に関する留意点 

安定型については、基準価額の下落を概ね一定水準に抑えることを目指して運用を行うため、運

用者の裁量により短期金融資産や債券等の低リスク資産の保有比率を増やすことがありますが、

当該運用が効果的に機能しない状況等では、基準価額の下落を一定水準に抑えられない場合があ

ります。また、低リスク資産の保有比率を増やした結果、市場全体の上昇に追随できない場合が

あります。 

 

ＥＴＦへの投資にあたっての留意点 

当ファンドが投資するＥＴＦには、対象指数を構成する銘柄に直接投資を行わず、スワッ

プ取引等を用いて、対象指数に連動した投資成果を目指すＥＴＦが含まれます。スワップ

取引等においては、当該スワップ取引等の相手方の信用リスクが存在します。なお、スワッ

プ契約の多くは契約担保の提供をスワップカウンターパーティに求める内容となっており、

万が一スワップカウンターパーティが破綻しても、受け入れた担保を換金することで損失

が軽減される仕組みとなっています。 

※ スワップカウンターパーティとは、スワップ取引の契約の相手方のことをいいます。 
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そそのの他他のの留留意意点点  
 

・信託財産留保額は、ファンドを換金する受益者と引続き保有する受益者との間の公

平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、換金する受益者が負担する

費用でファンドに繰り入れられるものです。当ファンドは信託財産留保額を徴収し

ませんが、換金申込みにより当ファンドにおいて組入資産の売却が行われた場合に

は、当該売却に係る実質的な費用により当ファンドの基準価額が下落し、引続き保

有する受益者が影響を受けることがあります。 

・各ファンドの資産規模に対して大量の購入申込み（ファンドへの資金流入）または

大量の換金申込み（ファンドからの資金流出）があった場合、基準価額の変動が市

場動向と大きく異なる可能性があります。 

・当ファンドは、大量の換金が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場

合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流

動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限ら

れてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可

能性や、換金申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可

能性等があります。 

・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクー

リング・オフ）の適用はありません。 

・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分

配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期

間中に発生した収益を超えて支払われる場合があり、その場合、当期決算日の基準

価額は前期決算日と比べて下落することになります。分配金の水準は、必ずしも計

算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者のファ

ンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払

戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より

基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 

 

 

リリススククのの管管理理体体制制 

・委託会社では、パフォーマンス分析・定量的リスク分析を行う運用評価会議、運用に係

るリスク・法令等遵守状況等のリスク管理状況の検証を行うインベストメント・コント

ロール・コミッティーといった検証機能を有しています。検証結果をもとに委託会社は、

必要な対策を講じています。 

・委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リ

スクモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。取

締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監

督します。 
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（参考情報） 
 

当当フファァンンドドのの年年間間騰騰落落率率及及びび分分配配
金金再再投投資資基基準準価価額額のの推推移移  ※※11,,※※22  

((22001188年年1111月月～～22002233年年1100月月))  

当当フファァンンドドとと代代表表的的なな資資産産ククララスス
ととのの年年間間騰騰落落率率のの比比較較  ※※11,,※※33,,※※44  

((22001188年年1111月月～～22002233年年1100月月))  

安定型 
 

安定型 

 

 

成長型 

 

 

成長型 

 

 

※1 年間騰落率とは、各月末における直近 1 年間の騰落率をいいます。なお、当ファンドの年間騰落率は、分配金

（税引前）を再投資したものとして計算しており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる

場合があります。 

 

※2 分配金再投資基準価額の推移は、各月末の値を記載しております。なお、分配金（税引前）を再投資したもの

として計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。 

ただし、設定来の分配金が 0円のファンドにつきましては基準価額と同一となっております。 

 

※3 2018 年 11 月～2023 年 10 月の 5 年間の年間騰落率の平均値・最大値・最小値を、当ファンド及び他の代表的

な資産クラスについて表示したものです。 

 

※4 各資産クラスの指数は以下のとおりです。 

日 本 株：ＴＯＰＩＸ（配当込み） 

先進国株：ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース） 

新興国株：ＭＳＣＩエマージング・マーケッツ・インデックス（配当込み、円ベース） 

日本国債：ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債 

先進国債：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 

新興国債：ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・

ダイバーシファイド（円ベース） 

（注1）すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。 

（注2）先進国株、新興国株、先進国債及び新興国債の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、

円換算しております。 
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各資産クラスの指数について 

・ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の指数値及びＴＯＰＩＸにかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研また

は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数

値の公表、利用等ＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及びＴＯＰＩＸにかかる標章または商標に

関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延ま

たは中断に対し、責任を負いません。 

・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス及びＭＳＣＩエマージング・マーケッツ・インデックスは、ＭＳＣＩイン

ク（以下「ＭＳＣＩ」といいます。）が算出する指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切

の権利はＭＳＣＩに帰属します。また、ＭＳＣＩは同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を

有しています。 

・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社（以下「ＮＦＲ

Ｃ」といいます。）が公表している指数で、その知的財産権その他一切の権利はＮＦＲＣに帰属します。な

お、ＮＦＲＣはＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩを用いて行われるドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の事業活

動・サービスに関し一切の責任を負いません。 

・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLC により運営されている指数です。

同指数に関する著作権、知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLC に帰属します。 

・ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシ

ファイドは、JPMorgan Chase & Co.の子会社である J.P. Morgan Securities LLC（以下「J.P.Morgan」とい

います。）が算出する債券インデックスであり、その著作権及び知的所有権は同社に帰属します。J.P. 

Morgan は、ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・

ダイバーシファイド及びそのサブインデックスが参照される可能性のある、または販売奨励の目的でＪＰモ

ルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイ

ド及びそのサブインデックスが使用される可能性のあるいかなる商品についても、出資、保証、または奨励

するものではありません。J.P. Morgan は、証券投資全般もしくは本商品そのものへの投資の適否または

ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシ

ファイド及びそのサブインデックスが債券市場一般のパフォーマンスに連動する能力に関して、何ら明示ま

たは黙示に、表明または保証するものではありません。 
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基準日：2023 年 10 月 31 日 

基基準準価価額額・・純純資資産産のの推推移移  分分配配のの推推移移  

安定型  安定型 

１万口当たり、税引前 

2023年10月 0 円 

2022年10月 0 円 

2021年10月 0 円 

2020年10月 0 円 

2019年10月 0 円 

設定来累計 0 円 
 

成長型  成長型 

１万口当たり、税引前 

2023年10月 0 円 

2022年10月 0 円 

2021年10月 0 円 

2020年10月 0 円 

2019年10月 0 円 

設定来累計 0 円 
 

※1 基準価額の推移は、信託報酬控除後の価額を表示しております。 
※2 分配金再投資基準価額の推移は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。 

ただし、上記対象期間中の分配金が 0円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。 
 

主主要要なな資資産産のの状状況況  
 
安定型    
    

組入上位ファンド 資産クラス別構成比  

 ファンド名 比率（％）  資産クラス 比率（％） 

1 iシェアーズ・ユーロ社債1-5年UCITS ETF 11.8  株式 先進国株式 16.2 

2 XトラッカーズⅡユーロ圏国債3-5年UCITS ETF 11.3  
債券 

先進国国債 21.3 

3 UBS ETF-ブルームバーグ米国リキッド社債 1-5年 UCITS ETF 8.1  投資適格社債 30.8

4 Xトラッカーズ S&P500 スワップ UCITS ETF 7.8    

5 XトラッカーズⅡ ユーロ 社債 UCITS ETF 6.2     

6 Xトラッカーズ 米ドル 社債 UCITS ETF 4.7    

7 XトラッカーズⅡ米国 トレジャリーズ UCITS ETF 4.0  
 

  

8 XトラッカーズⅡユーロ圏 国債 UCITS ETF 3.7    

9 XトラッカーズⅡ日本 国債 UCITS ETF 2.3  
 

  

10 Xトラッカーズ MSCI EMU UCITS ETF 1.5    
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成長型    
    

組入上位ファンド  資産クラス別構成比  

 ファンド名 比率（％）  資産クラス 比率（％） 

1 Xトラッカーズ S&P500 スワップ UCITS ETF 39.8  
株式 

先進国株式 73.4 

2 Xトラッカーズ MSCI EMU UCITS ETF 8.3  新興国株式 2.1 

3 アムンディ ETF MSCI 欧州（除EMU）UCITS ETF 7.3  

債券 

先進国国債 7.4 

4 Xトラッカーズ MSCI ジャパン UCITS ETF 5.4  新興国国債 1.4 

5 iシェアーズ・エッジMSCIワールド・クオリティ・ファクター UCITS ETF 4.4  投資適格社債 4.7 

6 iシェアーズ・エッジMSCIワールド・ミニマム・ボラティリティ UCITS ETF 3.9  ハイ･イールド債 0.0 

7 XトラッカーズⅡユーロ圏国債3-5年UCITS ETF 3.8  

その他 

REIT 0.0 

8 iシェアーズ・エッジMSCIワールド・バリュー・ファクター UCITS ETF 2.2  コモディティ 0.0 

9 UBS ETF-ブルームバーグ米国リキッド社債 1-5年 UCITS ETF 2.1  ヘッジファンド 0.0 

10 iシェアーズ・MSCIワールド・クオリティ・配当・ESG UCITS ETF 2.1    

 

 

年年間間収収益益率率のの推推移移  

安定型  

 

成長型 

 

 

※1 年間収益率の推移は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。 
※2 2015 年は設定日（12 月 11 日）から年末までの騰落率、2023 年は 10 月末までの騰落率を表示しております。 
※3 当ファンドにベンチマークはありません。 

 
（注1）上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。 
（注2）最新の運用実績は、委託会社のホームページで開示されております。 

※ 比率は純資産総額に対する比率です。 



 ドイチェ・ＥＴＦアロケーション・ファンド  

 

  
1144  

 

  

 

 
 

おお申申込込みみメメモモ  
 

購 入 単 位 販売会社が定める単位とします。 

購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 

購 入 代 金 原則として、販売会社が定める期日までにお支払い下さい。 

換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。 

換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 

換 金 代 金 
原則として、換金申込受付日から起算して 7 営業日目から販売会社においてお
支払いします。 

購 入 ・ 換 金 申 込 

受 付 不 可 日 

フランクフルト証券取引所の休業日、フランクフルトの銀行休業日、ロンドン
証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行
休業日、ニューヨークにおける債券市場の取引停止日のいずれかに該当する日
とします。 

申 込 締 切 時 間 原則として、販売会社の営業日の午後 3時とします。 

購 入 の 申 込 期 間 
2024 年 1 月 11 日から 2024 年 7 月 10 日まで 

※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 

換 金 制 限 
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みには制限を設ける場
合があります。 

購入・換金申込受付 

の中止及び取消し 

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その
他合理的な事情があると委託会社が判断した場合は、購入申込み・換金申込み
の受付を中止すること及び既に受付けた購入申込み・換金申込みの受付を取消
すことができます。 

信 託 期 間 設定日（2015 年 12 月 11 日）から無期限とします。 

繰 上 償 還 
各ファンドは、受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合、受益者のた
めに有利であると委託会社が認める場合またはやむを得ない事情が発生した場
合には、必要な手続き等を経て繰上償還されることがあります。 

決 算 日 原則として毎年 10 月 7 日（休業日の場合は翌営業日）とします。 

収 益 分 配 
年１回の毎決算時に、分配方針に基づいて行います。 
販売会社との契約によっては再投資が可能です。 

信 託 金 の 限 度 額 各ファンドについて 5,000 億円とします。 

公 告 委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

運 用 報 告 書 
毎決算時及び償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている
受益者に対して交付します。 

課 税 関 係 

課税上は株式投資信託として取扱われます。 
公募株式投資信託は税法上､一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度
（NISA（ニーサ））の適用対象となります。 
当ファンドは、NISAの対象ではありません。 
配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 
※上記は 2024 年 1 月 1 日現在のものですので、税法が改正された場合等には変更される

場合があります。 
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フファァンンドドのの費費用用・・税税金金  

＜ファンドの費用＞ 

投資者が直接的に負担する費用 

購入時手数料 

購入申込受付日の翌営業日の基準価額に 33..33％％（（税税抜抜 33..00％％））をを

上上限限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。 

購入時手数料は、販売会社による商品及び関連する投資環境の説

明や情報提供等並びに購入受付事務等の対価です。 

信託財産留保額 ありません。 

投資者が信託財産で間接的に負担する費用 

運
用
管
理
費
用
（
信
託
報
酬
） 

実質的な負担 

（①＋②） 

信託財産で負担する実質的な運用管理費用（信託報酬）の目安は

下記①と下記②の合計になります。なお、投資対象ＥＴＦの信託

報酬相当額（下記②）は組入状況等により変動します。そのた

め、実質的な負担について事前に料率、合計額等を表示すること

ができません。 

①当ファンド 

日々の信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額としま

す。 
※運用管理費用（信託報酬）は毎日計上され、基準価額に反映されま
す。なお、毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日（当該日が休業日のとき
は、その翌営業日を 6 ヵ月の終了日とします。以下同じ。）及び毎決算
時または償還時に信託財産中から支払われます。 

※当ファンドの運用の指図を行うＤＷＳインベストメントGmbHに対する
投資顧問報酬は、委託会社が受ける信託報酬の中から支払われます。 

配分（税抜）及び役務の内容 

委託会社 販売会社 受託会社 

委託した資金の運
用等の対価 

購入後の情報提供、
運用報告書等各種書
類の送付、口座内で
の当ファンドの管理
等の対価 

運用財産の管理、
委託会社からの指
図の実行等の対価 

 

安定型 
年率 00..663388％％ 

（（税税抜抜 00..5588％％）） 
0.275％ 0.275％ 0.03％ 

成長型 
年率 00..991133％％ 

（（税税抜抜 00..8833％％）） 
0.40％ 0.40％ 0.03％ 

②投資対象ＥＴＦ 

投資対象ＥＴＦにおいても信託報酬相当額＊＊がかかりますが、そ

の額は組入状況等により変動します。 

＊ 投資対象ＥＴＦの信託報酬相当額については、前記「ファンド
の特色」の「投資対象ＥＴＦ一覧」をご参照下さい。 

（ご参考）2023 年 10 月末時点の組入比率を基に試算したＥＴＦの信
託報酬相当額（加重平均値）は、＜安定型＞年率 0.11％程
度、＜成長型＞年率 0.17％程度です。なお、当該試算額
は、組入状況等により変動します。 
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その他の費用・手数料 

当ファンド及び組入ＥＴＦにおいて、信託事務の処理等に要する

諸費用（ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧

問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用

等を含みます。以下同じ。）、組入資産の売買委託手数料、資産を

外国で保管する場合の費用、管理報酬、租税等（ＥＴＦがスワッ

プ取引等を通じて負担するものを含みます。）がかかります。こ

れらは原則として信託財産が負担します。 

ただし、これらの費用のうち当ファンドの信託事務の処理等に要

する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率

00..1100％％をを上上限限とします。 

※当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用は毎日計上され、基準
価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日及び毎
決算時または償還時に信託財産中から支払われます。 

※「その他の費用・手数料」は、運用状況等により変動するものであ

り、一部を除き事前に料率、上限額等を表示することができません。 

※投資者の皆様が負担する費用の合計額については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表
示することができません。 

 
 

＜税金＞ 

・税金は表に記載の時期に適用されます。 

・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 

時 期 項 目 税 金 

分 配 時 所得税及び地方税 
配当所得として課税 

普通分配金に対して 2200..331155％％ 

換金（解約）時 

及 び 償 還 時 
所得税及び地方税 

譲渡所得として課税 

換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して 2200..331155％％ 

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。 
※法人の場合は上記とは異なります。 

※上記は、2024年1月1日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 
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